
※ 回答書の記入に当たって必ずお読み下さい。
平成 23年 1月 17日

平成 23年 4月 25日 (事業譲渡予定 日)以降に

満期 日が到来する定期預金 をお持 ちのお客様ヘ

日本振興銀行株式会社

株式会社第二日本承継銀行

はじめに

日本振興銀行株式会社 (以下「振興銀行」 といいます。)は、昨年 9月 10日 の経営破綻

を経て、現在、金融整理管財人のもとで民事再生手続を用いた事業再生に努めているとこ

ろです。預金者の皆様には、多大なるご迷惑やご′亡ヽ配をおかけしておりますことを、改め

てお詫びいたします。

振興銀行は、受皿金融機関に事業の一部を譲渡する予定ですが、平成 23年 4月 25日 (予

定 ;以下同じ。)ま でに最終的な受皿金融機関への事業譲渡を行うことができない場合に

は、暫定的な措置として同日に株式会社第二日本承継銀行 (以下「承継銀行」といいます。)

への事業譲渡を行う予定です (注 )。 この場合、同封の回答書に記載のお客様の定期預金

につきましても、承継銀行が同日をもって振興銀行から引き継 ぐことを予定 しております

が、そのためには平成 23年 4月 25日 以降の利率の変更も含めて承諾 していただく必要が

あります。つきましては、以下の説明をお読みいただき、同封の回答書に必要事項をご記

入の上、平成 23年 4月 8日 (金)(消印有効)ま でに同封の封筒で返送 していただきますよ

うお願い申し上げます。

(注)事業を譲り受けた承継銀行は、遅くとも平成 25年 9月 10日 までに最終的な受皿金融機関ヘ

の事業の全部の譲渡等を行うこととしています。

2。 回答書に記入 していただく事項

同封の回答書には、お客様が破綻日以前にお預け入れされ、満期 日が平成 23年 4月 25

日以降に到来する元本合計 1千万円までの定期預金 (つ みたて定期を含みます。以下同じ。)の一

覧 (平成 22年 12月 31日 現在)力靖己載されていますので、それぞれの預金につき、承継

銀行に引き継がれることを承諾されるか、承諾されないかについて選択の上、○印で囲ん

でください。

(1)承継銀行に引き継がれることを承諾される預金につきましては、以下の期間等に応 じ

てそれぞれ以下の利率が適用されることについても、承諾されることが必要となります。

①お預け入れ日 (自 動継続された場合は、直近の自動継続された日。以下同じ。)か ら平成

23年 4月 24日 までの期間 : お預け入れ日の約定不U率

②平成 23年 4月 25日 から満期日までの期間 : 1年定期、3年定期については、平成 23年

3月 31日 の都市銀行のそれぞれに対応する期間の定期預金不U率のうち一番低い利率。5

年定期、10年定期については、3年定期の利率と同率。つみたて定期については、1年定

期の利率と同率。定期預金、インターネット定期預金とも同じ利率を適用。

③承継銀行に預金が引き継がれた後に中途解約された場合 : 承継銀行の定期預金規定第 5

条又はインターネット定期預金規定第 5条に規定される満期日前解約 (中 途解約)利率。

(同封の定期預金規定又はインターネット定期預金規定をご参照 ください。)
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なお、 平成 22年 11月 末の都市銀行の定期預金禾U率のうち一番低い利率1lliザ

:°

31%、 3年  0。040%、

です。実際に適用される利率は、平成 23年 4月 1日 にホームページで発表い

(2)承継銀行に引き継がれることを承諾されない預金 (平成 23年 4月 25日 以降の利率の

変更を承諾されない預金を含みます。以下同じ。)につきましては、1千万円までの預金

の元本 と破綻 日までの利息を保護するという預金保険制度の趣旨に基づき、振興銀行の

預金規定記載の満期 日前解約 (中 途解約)の利率を適用するのではなく、お客様から解

約のお申込みを受けた上で、お預け入れ日の約定利率を適用 して破綻 日 (平成 22年 9月

10日 )ま での利息を支払う中途解約 (以下「特例中途解約」といいます。)の扱いとさせ

ていただきます。

同封の回答書には、承継銀行に引き継がれることを承諾されない預金がある場合、その預

金について特例中途解約を申し込まれることを確認させていただくため、2。 特例中途解約の

意思確認欄の「申し込みます」に○印をお付け下さい。

<ご参考> お客様がお受け取りになる利息 (男 u紙の仮設例もご参照ください。)

ア。承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾し、満期解約された場合→ 2。 (1)①、②で

ご説明した利率により按分計算された利息をお受け取り。

イ.承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾されず特例中途解約された場合→ お預け入れ日

から平成 22年 9月 10日 までの期間についてお預け入れ日の約定不U率で計算した利息をお受け取

り。

3.記入上のご注意と今後のお手続について

(1)回答書の所定欄にご記入日、ご住所、お名前、日中のご連絡先をボールペンで記入 し

ていただき、お届け印 (複数お持ちの場合でも、どれか 1つで結構です。)を 押捺の上、

平成 23年 4月 8日 (消印有効)ま でに同封の封筒で返送 してください。なお、同日まで

に回答書を返送していただけなかった場合は、原則 として承継銀行に引き継がれること

を承諾された預金と同じ扱い (2。 (1)記載)と させていただきます。

(2)承継銀行に引き継がれることを承諾された預金につきましては、平成 23年 4月 25日

に承継銀行に引き継がれ、追って承継銀行より明細表をお送 りいたします。

(3)特例中途解約の申込みをされた預金につきましては、回答書が返送され次第解約手続

きを行ったうえ、あらかじめご指定の口座に解約金を振 り込ませていただきます。なお、

特例中途解約の申込みに当たっては、本人確認資料 (運転免許証・パスポー ト・健康保

険証・外国人登録証明書の写 し、住民票等のいずれか 1つ)を 同封 ください。

(4)ご不明な′点がございましたら、振興銀行 (0120-722-237)ま でお問い合

わせ ください。なお、本通知は、平成 22年 12月 31日 現在の預金データをもとに作成・

送付 しております。万―行き違いがあった場合は、上記連絡先にお問い合わせ ください。

お客様にはお手数をおかけして申し訳ございませんが、何 とぞご理解、ご協力を賜 りま

すようお願い申し上げます。

ｒ
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お客さまがお受け取りになる利息額の例 (税引前 )

元本350万円の定期預金をお預かりした場合を例にお客さまの受取利息額を概算額で試算いたしました。ご参考にしてくださ
い 。

概算額試算にあたつては、以下の前提で計算・表示していますのでご了解ください。
なお、いずれの場合でも元本(仮設例では350万円)は全額保証されます。

【前提】
・利息額計算は概算で計算のうえ100円単位 (100円未満切り捨て)で表示していますので、実際の受取額と異なります。
・満期時の受取額計算にあたっては、事業譲渡日以降の預入期間に適用される利率は平成22年 11月 末の都市銀行の3年

定期預金利率のうち一番低い利率 (0.040%)で 試算しています。実際に適用される利率は本年3月 31日 時点の市場動向
によつて決定される為、これとは変わり得ます。

・利息計算にあたつては、現行の定期預金規定に従つて、1年を365日 として計算しています。

【仮設例 1】 5年物定期預金の場合
平成19年 8月 25日 に350万円を適用年率1.5%の5年定期預金にお預け入れ

①お預け入れ日

H19.8.25

Ｆ
Ｉ

Ｌ
０

日

Л嫌
Ｈ２２．９

④事業譲渡日(予定)  ⑤満期日

H23.4.25          H24.8.25

→1.第二日本承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾し、満期日に払い戻しがなされる場合 (満期解約)

①～④までの利息(1.5%適用) +④ ～⑤までの利息(0.04%適用)= 受取利息額
(利 息計算方法 :元本 X利率 X預入日数+365)

約192,400円           十 約1,800円 = 約194,300円

→2.第二日本承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾せず、特例中途解約がなされる場合 (特例中途解約)

【ご参考】仮に特例中途解約の適用を受けず、例えば、平成23年 2月 25日 に通常の中途解約がなされる場合 (中途解約)

①～②までの利息(1.5%適用)

約159,900円

①～③までの中途解約利息(適用年率の1/20適用)

約9,100円

= 受取利息額

= 約159,900円

= 受取利息額

= 約9,100円

【仮設例2】 3年物定期預金の場合
平成21年4月 14日 に350万円を適用年率1.4%の 3年定期預金にお預け入れ

①お預け入れ日

H21.4.14

②破綻日

H22.9.10 [Ⅲ常爾… 剛i4

→1.第二日本承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾し、満期日に払い戻しがなされる場合 (満期解約)

①～④までの利息(1.4%適用) +④ ～⑤までの利息(0.04%適用)= 受取利息額
(利 息計算方法 :元本 X利率 X預入日数+365)

約99,400円           + 約1,300円 = 約 100,800円

→2.第二日本承継銀行に定期預金が引き継がれることを承諾せず、特例中途解約がなされる場合 (特例中途解約)

【ご参考】仮に特例中途解約の適用を受けず、例えば、平成23年4月 10日 に通常の中途解約がなされる場合 (中途解約)

①～②までの利息(1.4%適用)

約69,100円

①～③までの中途解約利息(適用年率の1/20適用)

約4,800円

= 受取利息額

= 約69,100円

= 受取利息額

= 約4,800円



株式会社第二日本承継銀行の概要

1.設立 金融庁長官の設立の決定に基づき(預金保険法第 91条 )、

年 3月 1日 預金保険機構の出資により同機構の子会社と

(同法第 92条 )。 同年3月 8日 銀行業の免許取得。

平成 16
して設立

2。 資本金 21億 2千万円 [平成 22年 12月 31日 現在]

3.株主 預金保険機構 100%出資

4。 目的 金融機関の破綻に際して、その受皿となる救済金融機関が直ちに

現れない場合に、金融整理管財人による管理下におかれた破綻金融

機関の預金等 (預金保険で保護されている預金等)や貸付債権等を引

継ぎ、その業務の暫定的な維持・継続を図るとともに、再承継金融機

関等を探し、事業譲渡等を行う事を主な目的としています (同法第 2

条第 13項 )。

5。 日本振興銀

行 と の 関

係、その他

平成 22年 9月 10日 に日本振興銀行株式会社 (以下「振興銀行」

といいます。)と 事業譲渡に関する基本合意書を締結し、救済金融機

関が現れない場合、同行の事業の一部を譲り受ける事を予定してい

ます。

金融庁長官は円滑な業務承継を図る観点及び株式会社第二日本承

継銀行 (以下「承継銀行」といいます。)の業務の健全かつ適切な運営

を図る観点から、振興銀行から引き継ぐべき貸付債権等が承継銀行
の保有する資産として適当であることを確認するとされています

(同法第 93条 )。

承継銀行の存続期限は、最初に業務を引継いだ破綻金融機関に対

する管理を命ずる処分の日から原則 2年以内 (た だし1年の延長が

可能)と なっており(同法第 96条 )、 平成 24年 9月 10日 (最長で平

成 25年 9月 10日 )ま でとなります。

6。 役員 [平成 22年 1

取締役  3人
監査役  3人

1日 現在]

ち非常勤 2人 )

2月 3

ゝ
つ

7.所在地 本店 東京都千代田区有楽町 1丁 目12番 1号

新有楽町ビルデング9階



株式会社第二日本承継銀行 定期預金規定

第1条 規定の目的

:

第2条 預金の内容と取扱い
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たします。ただし、申込書に記載の金額に満たない場合には預金は成立しません。
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から届出のあった名称、住所にあてて送付するものとし、通帳、証書は発行しません。

仔にの預金については、少額貯蓄非課税制度の取扱いはいたしません。

第3条  利息
(1に の預金の利息は、預入日 (継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日
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ます。

ににの預金については、中間利払いはいたしません。

第4条 満期日前解約
(1)当 行がやむを得ないものと認めた場合について、満期日前に解約することができるも
のとします。この場合、お客さまは当行所定の書式により解約希望日の5営業日前ま
でに届け出るものとします。
②甲著晃Ⅷ 鰭1棚島謂 聯 製 睾
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0∠あ婆基」武闘 源
ます。

第5条  日本国興銀行から引き継いだ預金の取扱い
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に支払います。ただし、この方式によって計算された利`息額が、預入されたときの預
金利率を適用した破綻日までの不J息額を下回るときは、後者の不U息額とします。

第6条  反社会的勢力との取弓1拒絶
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B暴力団員
C暴力団準構成員
D暴力団関係企業

F撃鑑 鮮倉謬菅T芳
ゴロまたは特殊知能暴力集団等

⑤
資套ダ畠泉異裏存児

第三者を不U用 して次の各項目に該当する行為をした場合

B法的な責任を超えた不当な要求行為

S騒駆彗需帰百言裾罫暮衝歌また)ま議秀警香次等国将ら信蕉を毀損し、または当行の
Eその他前各号に準ずる行為

第8条 預金の払戻方法

鯰

(a告あ預金が満期日前に解約される場合には、解約日に預金額を第4条により計算した

』驀ふちお鍾譜路欝勤銘r二名議長島勇ξ蓼讐措:壱充稀ヵ竜民込馨難金を強
に降離勝繁訂分野鮮意録鮮纂薩弊羅誹を:giしま耽
15)当 行は、随時お客さまについて本人確認手続およびお受取口座の保有者確認手続を行

iネF璽科忌未u督管暮手雪E撃で脅召あ会基2i怒荊盲ぁ釜敦ユ菅馨薫炉T雷百慕象
き、または、下記第11条に基づく照会には応じないことができるものとします。

第
(♀)鶴霞鞣 咽 こぁたり賄 所定′ソ門さ書によつて名称、住所、電話番号、お受
取口座、その他当行が定める事項および印鑑を届け出るものとします。

12F口章、名称、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったとき、および印章を紛
失したときは、直ちに当行所定の書式によって当行に届け出てください。この届出以
前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第1肇
蒼そ雰籠秀憑豪に使用された匡口影を届出のF口鑑と相当の注意をもって照合し、相違

ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故
があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第 11条 取引に関するご照会
届出の印鑑を押印した書面によらずに残高その他この預金取引に関する照会がなされ

た場合には、当行は、所定の手続によりご本人の確認を行います。電話による照会など
本人確認が行えない場合には、届出の名称、住所にあてて取引明細をお送りする方法で
力寸応するものとします。

第 12条 通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行力ヽ通知または送付書類を発送した場合には、延

着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第 13条 譲渡、質入れの禁止

れ

'2琵

貪≧喜瓢 七裟麹寧る9讐F?莞含緊聖暑だ薪鳥百署2菅型壕ぁ謬感合
することはできません。ただし、当行が承認した場合はこの限りではありません。

第14条 当行による相殺
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客さまが当行に債務を返済

しなければならない場合には、その債務とお客さまのこの預金その他の債権とを、その
債権の期限のいかんにかかわらず、当行は相殺することができるものとします。

第 15条 成年後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちに書面

によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面に

よって任意後見人等の氏潟その他必要な事項を当行に届け出てください。
13)すでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の
選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によつて当行に届け出て
ください。

に)前 3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって
当行に届け出てください。

15)前 4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第 16条 保険事故発生時における預金者からの相殺
(1に の預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じ

た場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について
期限力準J来 したものとして、相殺することができます。この預金に、預金者の当行に
対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人と

姦ヌ百じま享『

を担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取

(2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。

鶴響役馴 讚囃嘲 縫ヽ名撃繁ャ  籠?霧鸞r

爵彗霧婁隋有扮籠輻輻「薬閻 ]言i:i[
(〕

SP::曽讐倉li'ミ |こ」[|セ ::尋督[些l')」i][彗言蹴 イ繹鶴孵震減(]t]I「1:警
るものとします。

W躍邸譴鋒倉3型帝|こフガ覇書を籍範絲繁走轟隆した日の前日まで

雖彗l肇憂[鸞鎧i萎[≧:襲「[曇7:f衛讐讐写。に
な言曇I璽阜籠嬬潜蒻舷gI罫1輛量薄壷藤薔髪言:6:
す。

マ )礼
琲

認 f館 の始 よ 全て 防 嘲 継続型」での鶴 とさせaヽ

9)M検場ななF畠窪TE登至裏鼻警碁をま逍溶宮場暮巻蔵?ξ撃夕に電話で連絡

第 18条 手数料

を表是雪兌腎嘉装宇な衝泰勢学雪学『
潮J錠めるとおりとし執 当御ま諸手数料

第 19条 規定の改定

改是程努祷馨僧雷げ叢装琴t離じ警季lる
ことがあります。この場合、改定日以陶ま

第20条 ホームページによる告知

吉:il`:号′早93';1'91[1「 :こ晃):百?選Z:き まか 彗昔茅各iヨ會:`こな言,4111ニュXl)`;!]
ホームページアドレス:事業譲渡日の覆Ⅷ 柵 椰 紺 馬http:力仙冊。shinkobanko co.jpに おいて
http:||、 .bbjo co.jpにおいて掲示

(本規定は、事業譲渡が実施された場合、その日から発効するもの)
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第

株式会社第二日本承継銀行 インターネット定期預金規定

第 2条 預金の内容と取扱い

て作成されます。ただし、申込欄に記載の金額に満たない場合には預金預入れと
はみなしません。

6に の預金は申込内容を記載した確認書が、お客さまのもとに到着し、当該確認書
が当行に返送されたことにより成立するものとします。

19堵
]撃ξ蒼蓄会ζ[1費i言誹繕書写量暑だ晏:意il[:挙i為

え、お客
18)当行はこの預金にかかる通帳、証書を発行しません。
19に の預金は、少額貯蓄非課税制度の取扱いはいたしませんも
仁0こ の預金は、12歳以下の方の申込みは受付けません。
口成年後見入制度等を適用されている方の申込みは受付けません。
但a法人 (み なし法人、その他個人以外の法的人格)の 申込みは受付けません。

第 3条 禾U息
(1に の預金の利息は、預入日 (継続したときはその継続日)から満期日の前日まで

②
][曾言嘱鷲i営:::」骨[|[讐  F[:3:「邸

(31荊響罰念寝型晨3ま勢は具盗た名父え宅誓霧裏基奮tキ姦疑管:｀完璽習易娠濃垂については利息のみ、満期自動解約型については元金と利息ともにお客さまが指
藤 鴨 製   需 鰯 蹴 lTi型替興矢堡
することにより支払います。

ににの預金については、中間利払いはいたしません。

第4条 満期日前解約
(1)当行がやむを得ないものと認めた場合について、満期日前に解約することができ

るものとします。この場合、お客さまは当行所定の書式により解約希望日の5営
業日前までに届け出るものとします。
②騨諷T象纂駈融論   悴彎得鯖、

0ピ
廃鶉賛

に支払います。

鶴  鎌翠師黎蒐:i言]::

モl       lil言
::[『::ヨを

'E::[言

[i言:3::吉][
に課菓iこ定める当行からの支払いにかかる振込手数料は当行力預担するものとしま
15)[:景

::::i:肯量営::1[]][[::::::言 :[i:言]:[
とします。

「
]』昇itti嵐鶴製瘍予醗了聯鋼鉤::逸
送するものとします。

13)返送された確認書に押印された印章をもって、変更、解約支払い等の預金取引に
使用するものといたします。

に)印章、氏名、住所、電話番号その他届出事項に変更があったとき、および印章紛
失・パスワード忘れの場合は、直ちに連絡の上、当行所定の書式によつて届け出
るものとします。この届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。

151イ ンターネット定期預金の手続等に使用するパスワードを忘れた際には、当行所
定の手続により新しいパスワードを再登録していただきます。

第
讐豊貫i::[熙糠霧itttllE[1房71詈魯膚言彗屋暑言表子[】i浄

第
li7兵贅][黒:脅輝倉基宇2香倉管しま子♂7うメ上女9ャ竃i三季便釜吾
その他この預金取引に関する照会がなされた場合には、当行は所定の手続きにより
ご本人の確認を行います。電話による照会など本人確認が行えない場合には、届出
の氏名、住所にあてて取引明細をお送りする方法で対応するものとします。

第 12条 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送するほか、お

[i31層爵警II彙 ::[ξヨ:i唇曇爵逼単奨馨詈驀獣薯:[:場合III誓
す。

第 1こ
秀預藤ド憤基羹為2芳轟位その他この預金取引にかかる一切の権利は譲渡、質

発丼〔写讐雷詈直寒警響こ鷲F充足t当行慕ゑ装雹元蒻暮製翌お護:ネ急角?響3
ん。

第 14条 当行による相殺
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によつて、お客さまが当行に債務を

返済しなければならない場合は、その債務とお客さまのこの預金その他の債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、当行は相殺することができるものとします。

8   :l:[ili:よ
til鷺翼勇Ёぅi営:[」鸞落鞄営

1:]参層象|:

85][詈毒量[[:F讐[i』E≧言保1:II:FttL:E[[[F]1[L

8              :

四
:l:』麗   聯
るものとします。

第

llを読重警il錦裟争蓄舌警黎鯨考響ゲ:J途
定めるとおりとします。当行は諸手

第 1こ
秀盛 薔稼妻察生じたときは改定することがあります。この場合、改定日以後

は改定後の内容により取扱うものとします。

第 6条 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、下記第 7条④Aか ら

:トッも 貧ふE98f彗 |:寒蓄蒙≧事をは合に利用することができ、第 7条④Aか
合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
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